令和7年度
指定共同生活援助　グループホーム古川園　事業計画書
１　利用定員　　(30名)
（１）グループホーム古川園　　
  6名
　和歌山市江南48－6
（２）グループホーム第２古川園
　6名
　和歌山市広原166－1
（３）グループホーム第３古川園　　　　  7名　
　和歌山市江南48－4

（４）グループホーム第６古川園
　5名
　和歌山市坂田243-5
（５）グループホーム第７古川園　　　　　2名
　和歌山市井辺124－12
（６）グループホーム第８古川園　　　　　4名
　和歌山市紀三井寺1175-7
２　職員

グループホーム古川園・グループホーム第2古川園・グループホーム第3古川園・

グループホーム第6古川園・グループホーム第7古川園・グループホーム第8古川園
	職　　種
	常勤換算

	管理者
	1名

	サービス管理責任者
	1名以上

	生活支援員
	2.9名以上

	世話人
	4.8名以上

	嘱託医
	1名（非常勤）


　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３　事業運営基本計画（方針）

　　障害のある方が地域で普通に生活することを権利として認め、「暮らし」をテーマに地域に密着できるグループホーム作り及び利用者の自立を目指し、地域において共同し、日常生活、社会生活を営むことができるよう、利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居にて　入浴又は食事の援助・介護、相談その他の日常生活上の援助・介護を適切かつ、効果的に行うものとする。又、就労、余暇活動、ボランティア活動、近所付き合いを通じ、自然に地域の一員として認知されていくように、必要な時に必要に応じた支援を行う。
４　利用者への介護、援助

（１）利用者に対する相談
　　利用者とその家族の悩みや不安についての相談に対し、十分に話を聞き、適切な助言を行うことや、解決が必要な場合は社会資源を活用する、また、相談支援事業所及び各関係機関と連携を取り支援を行う。
（２）食事の提供

　　　利用者の自立を促し、食事中や片付け等の見守り、支援を行う。調理が困難な利用者が多いために調理を世話人が作り、提供をします。月1回以上の食事会をし、全体でのコミュニケーションを図ります。
（３）健康管理・金銭管理の援助
　　　　利用者の心身の健康状態を常に把握するとともに、定期健康診断（１回／年）を行います。

本人又は保護者・成年後見人の依頼のもと日常生活を送る上での必要な金銭管理を行い、自立した地域生活が送れるよう個人的な金銭の使い方についてもアドバイスを行い支援する。

　　
社会福祉法人やまのこども　嘱託医
・医療法人　寒川内科医院（内科）

　

協力医療機関

　　　　　　　・医療法人稲祥会　稲田病院　　　　　　　　　
　　　　　　　・南出歯科医院
　（４）余暇活動の支援

　　　同法人の年間行事や各スポーツ大会･ボランティア活動に参加し、地域の人々や障害者同士との交流を図ることや、対人関係の支援・援助を行う。
（５）緊急時の対応

　　　バックアップ施設との連携を図り、すみやかに対処を行う。
担当職員の携帯電話番号を夜間の緊急事態等に各利用者が連絡できるように周知および各施設に掲示する。また連絡のきた職員は、適切な支援を行い記録し、他職員や他施設等に連絡をし、連携した支援を行う。

夜間等の緊急時はグループホームに貼り出してある携帯に連絡を行う。

グループホーム古川園　（携帯電話:080－1494－6481）

マウンテンラブ　　　　（携帯電話:090－3267－2658）

（６）職場等との連絡・調整

　　　利用者個々の精神的・身体的状況についての情報の把握に努め、また、職場の人の要求に応じ情報提供を行う等の支援をする。
（７）その他日常生活に必要な援助
５　防災計画

　和歌山警備保障株式会社と警備の委託契約を締結

機械警備（火災監視業務等）

機械警備により自動的に通報

非常災害対策として、防災計画を作成するとともに、防災・地震・避難訓練及び総合訓練等を昼夜間想定し、年3回実施する。

非常災害対策推進員　・　安全管理対策推進員　 辞令配置
地震防災隊長　・　 地震防災副隊長　担当配置
　　不審者侵入時の対応訓練を　年1回実施する。
６　行事

(１)　レクリエーション（お花見会・スポーツ大会等）
(２)　クリスマス会
(３)  食事会

７　職員研修

施設の適正な運営を図るため職員の資質の向上に努め、系統的、効果的な研修を実施する。内部研修に関しても毎月１回以上を実施する。
８　バックアップ施設

　　相談支援事業所マウンテンラブ及びマウンテンラブ（就労継続支援B型）と連携し、利用者のニーズの把握やその善処についての情報交換を行う。また、家族や行政との調整の援助を求める。
９　苦情の受付窓口の設置をする。

　　苦情の受付窓口　　　職員　　（電話番号：073－479－1133）

苦情解決責任者　　　施設長　（電話番号：073－479－1133）
　　第三者委員　　　　　（携帯：080－6179－1871）
（携帯：090－5894－9291）

10　虐待の受付窓口の設置をする。

　　虐待の受付窓口　　　職員　　（電話番号：073－479－1133）

虐待解決責任者　　　施設長　（電話番号：073－479－1133）
　　第三者委員　　　　　（携帯：080－6179－1871）
（携帯：090－5894－9291）
